
亀山市告示第３４号 

亀山市障がい者地域活動支援センター事業実施要綱を次のように定める。 

令和５年３月２２日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

   亀山市障がい者地域活動支援センター事業実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（ 

平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第７７条第１項第９号の規定に基

づき、亀山市障がい者地域活動支援センター事業（以下「事業」という。）を行うこ

とにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。 

 （対象者） 

第２条 事業の対象者は、法第４条第１項に規定する障害者及び同条第２項に規定する

障害児とする。 

 （事業の内容） 

第３条 事業の内容は、地域活動支援センター（以下「センター」という。）において

創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与すること

とする。 

 （実施施設等） 

第４条 事業を実施する施設は、センターの設置及び運営に関し、三重県地域活動支援 

センターの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２５年三重県条例第２４号） 

の規定に適合し、かつ、亀山市福祉事務所長（以下「所長」という。）が、適当と認

めた施設（以下「実施施設」という。）とする。 

２ 所長は、事業の一部を、実施施設を設置し、及び管理する事業者に委託するものと

する。 

（実施の届出等） 

第５条 事業の実施に当たっては、亀山市障がい者地域活動支援センター事業実施届（ 

様式第１号）に必要な書類を添付して所長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定により届け出た内容に変更が生じたとき又は事業を中止し、若しくは廃 



止しようとするときは、速やかに、亀山市障がい者地域活動支援センター事業（変更・ 

中止）届（様式第２号）により所長に届け出なければならない。 

（利用の申請） 

第６条 事業を利用しようとする者は、亀山市障がい者地域活動支援センター事業利用

（変更）申請書（様式第３号）により所長に申請するものとする。申請した事項に変

更があったときも、同様とする。 

（利用の決定等） 

第７条 所長は、前条の申請書を受理したときは、当該対象者の身体及び介護の状況、

世帯の所得状況、住宅環境等を考慮した上でその内容を審査し、その可否を決定し、

利用の決定をしたときは亀山市障がい者地域活動支援センター事業利用（変更）決定

通知書（様式第４号）により、却下の決定をしたときは亀山市障がい者地域活動支援

センター事業利用却下通知書（様式第５号）により申請者に通知するものとする。 

（費用の負担） 

第８条 前条の規定により事業の利用の決定を受けた者（以下「利用者」という。）は、 

事業に要する費用のうち、別表の左欄に掲げる１日当たりの利用時間の区分に応じ、

同表の右欄に定める基準額の１０パーセントに相当する金額を負担しなければならな

い。 

２ 利用者の負担上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律施行令（平成１８年政令第１０号）第１７条各号に掲げる者の区分に応じ、当

該各号に定める額とする。 

３ 前項の負担上限月額の対象となる費用は、事業及び亀山市障害者地域活動支援事業

実施要綱（平成１８年亀山市告示第１１８号の３）に基づく事業の利用並びに法第１９

条第１項に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付

費の支給について負担する費用とする。 

（費用の請求） 

第９条 第４条第２項の規定による委託を受けた事業者は、別表に定める基準額から、

前条の規定により利用者が負担した額を控除した額を所長に請求するものとする。 

（秘密保持） 

第１０条 第４条第２項の規定による委託を受けた事業者の職員（職員であった者を含

む。）は、事業の実施上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 



 （その他） 

第１１条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この告示は、公表の日から施行する。 

別表（第８条関係） 

１日当たりの利用時間 基準額 

４時間未満の場合 １,０００円

４時間以上６時間未満の場合 ２,０００円

６時間以上８時間未満の場合 ４,０００円

８時間以上の場合 ５,０００円

備考 

１ 利用者に食事の提供を行う体制を確保している実施施設において、利用者に食事

を提供することになっている利用者について食事を提供した場合は、１回の提供に

つき３００円を基準額に加算する。 

２ 利用者の心身の状況、保護者及び家族の状況等からみて送迎を行うことが必要と

認められる利用者に対し、その居宅又は学校から、実施施設までの間の送迎を行っ

た場合は、片道につき２７０円（障害児にあっては、５４０円）を基準額に加算す

る。 

 

 



様式第１号（第５条関係） 

  年  月  日 

 

亀山市福祉事務所長    様 

 

亀山市障がい者地域活動支援センター事業実施届 

  

                    所在地  

               届出者  事業者名  

                    代表者名  
※本人が署名しない場合は、記名押印してください。 

 

 次のとおり、亀山市障がい者地域活動支援センター事業の実施を届け

出ます。 

事

業

所 

フリガナ  

事業所名 
 

フリガナ  

事業所所在地 
（〒   －    ） 

連絡先 電話番号  FAX番号  

職員の 

配置状況 

フリガナ  

事業所責任者氏名  

職員数   人（常勤   人・非常勤   人） 

 

同一事業所で
実施している
他 の 事 業 等 

 

 

 
 

 

主たる対象者 
 

 

障がい者 ・ 障がい児 
 

（添付書類） 

１ 法人格を有することを確認できる書類 

２ 三重県地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める 

条例第３条に規定する運営規程及び同条例第８条に規定する設備が確 

認できる書類 



様式第２号（第５条関係） 

  年  月  日 

 

亀山市福祉事務所長    様 

 

 

亀山市障がい者地域活動支援センター事業（変更・中止）届 

  

                    所在地  

               申請者  事業者名  

                    代表者名  
※本人が署名しない場合は、記名押印してください。 

 

    年  月  日付けで届け出た亀山市障がい者地域活動支援セン

ター事業について、次のとおり（変更･中止）を届け出ます。 

事業所名  

 

 変 

 更 

 ・ 

 中 

 止 

 の 

 理 

 由 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 変 

 

 更 

 

 の 

 

 内 

 

 容 

 

 

変 更 前   

 

 

      変 更 後   

 

  

 

 備 考 

 

 

  



様式第３号(第６条関係) 

  年  月  日 

 

  亀山市福祉事務所長 様 

 

亀山市障がい者地域活動支援センター事業利用(変更)申請書 

 

申請者 住 所              

氏 名              

※本人が署名しない場合は、記名押印してください。 

 

 

次のとおり、亀山市障がい者地域活動支援センター事業を利用したいので申

請します。 

対象者

の状況 

氏 名   

住 所   

生年月日       年   月   日 

障害の

状況 

手帳の有無

及 び 種 類 
( 有 ・ 無 )  

障 害 名   

そ の 他   

利用の希望 利用時間数 月   日 

変 更

内 容 

変
更

前 

  変
更

後 

  

提 出 者 

氏
名 

  利用者との

続 柄 

  

住
所 

  
電 話 番 号 

  

 



様式第４号(第７条関係) 

亀  第     号   

  年  月  日   

 

          様 

 

亀山市福祉事務所長        印   

 

亀山市障がい者地域活動支援センター事業利用(変更)決定通知書 

 

   年  月  日付けで申請のあった亀山市障がい者地域活動支援セン

ター事業の利用については、下記のとおり決定しますので通知します。 

 

                記 

 

受給者証番号 
 支給決定障がい者

（保護者）氏名 

 

支給決定日 
 支給決定に係る 

障がい児氏名 
 

有効期間  

利用時間／基準額  

利用者負担割合  利用者負担上限月額  

特記事項  

 

備考 

１ この決定について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算

して３月以内に亀山市長に対し審査請求をすることができます。なお、審査請求を

した場合には亀山市長に申し立てれば、口頭により意見を述べることができます。 

２ また、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決書を受け取った日の

翌日から起算して６月以内に亀山市を被告として（訴訟において亀山市を代表する

者は亀山市長となります。）、提起することができます。なお、この決定があったこ

とを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、決定の日の翌日から起算し

て１年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。ただ

し、審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 



様式第５号(第７条関係) 

 

亀  第     号   

  年  月  日   

 

          様 

 

亀山市福祉事務所長       印 

 

 

亀山市障がい者地域活動支援センター事業利用却下通知書 

 

 

   年  月  日付けで申請のあった亀山市障がい者地域活動支援セン

ター事業の利用については、次の理由により却下することに決定しましたので

通知します。 

 

 

1 申 請 事 項 

 

 

 

2 却下の理由 

 

 

 

備考 

１ この決定について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日か

ら起算して３月以内に亀山市長に対し審査請求をすることができます。なお、

審査請求をした場合には亀山市長に申し立てれば、口頭により意見を述べる

ことができます。 

２ また、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決書を受け取っ

た日の翌日から起算して６月以内に亀山市を被告として（訴訟において亀山

市を代表する者は亀山市長となります。）、提起することができます。なお、

この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、

決定の日の翌日から起算して１年を経過すると決定の取消しの訴えを提起す

ることができなくなります。ただし、審査請求をした場合には、当該審査請

求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、処

分の取消しの訴えを提起することができます。 


